
      銃砲刀剣類の手続きについて                    

 

銃砲刀剣類を登録するには、県庁で開催する審査会にお越しいただ

く必要があります。 

審査会へのご案内は、県文化遺産課がハガキにて行います。警察へ

の発見届を提出後、審査会での登録証発行まで４ヶ月程度の時間がか

かる場合もありますのでご承知置きください。 

 

１ 銃砲刀剣類の新規登録・再交付に関しては、審査手数料として下 

記の手数料が必要です。 

   ○新規登録・・・・・６，３００円 

    ○登録証再交付・・・３，５００円 

 また、群馬県銃砲刀剣類所持等取締法関係手数料条例第４条に「納

付した手数料は返還しない」という規定があります。そのため、次の

ような場合でも手数料は返還できませんのであらかじめご了承願いま

す。申請を行う前に、もう一度登録証がないか確認することをおすす

めします。 

 

【新規登録の場合】 

・登録は、美術品若しくは骨董品として価値のある古式銃砲又は、美

術品として価値のある刀剣類の登録をするものです。審査会で審査を

行った結果、その価値が認められなかった場合は、登録されない場合

もあります。 

例えば、戦争中の軍刀やサーベル等のうち、鋼が入っておらず形だ

けが刀剣のように見えるものなどは登録できません。このような場合

でも、手数料は返還されません。 

 

【登録証再交付の場合】 

・登録証再交付の申請を行った後、登録証が見つかった場合も、手数

料は返還できません。 



登録証発行までの手続きについては、以下のような流れになります。警察署へ届け出

後、登録審査会での登録証発行までには４ヶ月程度の時間がかかる場合もあります。４

ヶ月過ぎても県から連絡がないときには、下記、文化遺産課までご連絡ください。 

 

 

   ※新規登録等の申請は、審査会当日に作成していただきます。また、警察への届け出後に電子申

請を行うこともできます。審査手数料の支払いは、審査会の際に会場内でクレジットカードや

QR コード等によるキャッシュレス決済が利用できます。現金の方は証紙のご準備をお願いい

たします（証紙は県庁地下１階でも購入できます。） 

  ※一度に多数の刀剣の審査を希望される場合、審査会の運用上、２回に分けてお願いすることが

あります。この場合、２回目の登録証発行には４ケ月以上の期間を要します（詳しくは文化財遺

産課から連絡いたします）。 

  

 

 

 

 

 

 

メモ欄：発見届済証交付日 令和  年  月  日 



 

令和８年度 銃砲刀剣類登録審査会開催日程表 

（年に４回開催します） 

回 期     日 会    場 

１ 

２ 

３ 

４ 

令和８年 ６月１６日（火） 

令和８年 ９月 ８日（火） 

令和８年１２月１５日（火） 

令和９年  ３月 ９日（火） 

群馬県庁舎２９階 ２９４会議室 

群馬県庁舎２９階 ２９４会議室 

群馬県庁舎２９階 ２９４会議室 

群馬県庁舎２９階 ２９４会議室 

    受付時間は、９：３０～１１：００、１３：００～１５：００の間で指定をさせて

いただきます。指定した時間に遅れた際は審査が受けられない場合があります。 

◎審査日当日のお願い  

県庁内では、審査会場の外で、刀身を鞘から抜いたり、銃砲類をケースから取り出さないで

ください。一般の方に不安を与えぬよう、銃砲刀剣類の取り扱いについては十分にご注意願い

ます。審査会場では、刀剣類は銘文を確認する必要がありますので、申請者ご自身が事前に準

備して、審査員が銘を確認できる状態にしてから審査を受けて下さい。（やむを得ず審査員が

刀身を外すときは、細心の注意をして作業を行いますが、柄や目くぎを破損する場合がありま

すことをご了承ください。） 

 

２ 群馬県登録の登録証をお持ちの方が、所有者や住所の変更手続き

を行う場合は、群馬県地域創生部文化遺産課に届出を行ってください。 

３ 詳しい手続きは県庁ホームページを確認してください。電子申請

をご希望の方もホームページをご覧ください。電子申請ができるのは、

新規の登録申請と所有者変更の申請です。 

 

＜県ホームページ＞  ＜送付先＞ 

 

 

 

 

 

問い合わせ先   群馬県地域創生部文化遺産課 

       ０２７－２２６－４６８４（直通） 

〒371-8570  

群馬県前橋市大手町1－1－1 

群馬県地域創生部文化遺産課 銃砲刀剣類担当宛 

  

  

  

 


